
北九州市地域福祉計画の策定について

[根拠法]
社会福祉法第107条「市町村地域福祉計画」（策定努力義務）

[目的]
地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとと
もに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとよ
り、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備するもの。

[計画期間]
概ね５年

市町村地域福祉計画の概要

【基本理念】
地域の特性を生かした地域共生のまちづくり

【計画期間】
令和３年度～令和７年度（５年間）

【計画の位置付け】
・ 市基本計画の分野別計画
・ 高齢、障害、児童その他の福祉の共通事項を記載する上位計画（下支え計画）
・ 民間の立場から地域福祉活動を促進する市社協の「地域福祉活動計画」と連携して推進 1

現行計画（北九州市の地域福祉2021～2025）について
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◆地域福祉について関心を持ち、自分の地域とそこで暮ら

す人について理解する

◆家族や親族をはじめ、身近な人との支え合いや助け合い

を大切にする

◆地域の課題を自分自身のこととしてとらえる

◆あいさつや、簡単な声かけ、地域のイベントへの参加な

ど、できることから始める

◆地域で活動している人に協力し、支援する

◆わかりやすい情報提供を推進する

◆地域住民の複合・複雑な課題に対応するための包括的な

相談支援の体制をつくる

◆制度の狭間にある人や地域で孤立している人などに支援

が届く体制をつくる

◆地域で安心して暮らせるための支援の仕組みをつくる

◆日常的に地域の人が交流できる場所や機会をつくる

◆支援を必要とする人が近所にいれば、見守りや助け合い

を実践する

◆地域での活動に参加する

◆地域活動団体、支援機関等の間で情報共有をはじめとす

る連携を深める

◆災害に備えて、平常時から支え合いのネットワークづく

りに取り組む

【基本理念】 【基本目標】 【地域で目指すこと】
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次期地域福祉計画について

１ 計画の位置付け 法定計画、本市の分野別計画として策定

３スケジュール(予定）
・ 令和７年11月～８年12月 懇話会の開催
・ 令和８年12月 常任委員会報告（計画素案）
・ 令和８年12月 パブリックコメントの実施
・ 令和９年２月 常任委員会報告（パブコメ結果・計画最終案）

・ 社会福祉法 第１０７条

（市町村地域福祉計画）

法定計画として策定

・ 総務市民局
地域コミュニティビジョン

・ 市社会福祉協議会
北九州市地域福祉活動計画

関連指針・計画と連携して策定

本市の分野別計画として策定

２策定について

次期地域福祉計画策定懇話会など

から意見聴取しながら検討を進める。
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現行計画・次期計画の計画期間について

R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９・・・

現行計画

地域コミュニティ
ビジョン

次期計画

計画期間 延長

検討
報告書まとめ

策定作業 計画期間

現行計画の計画期間は令和7年度までのため、本来であれば7年度中に次期計画を策
定し、8年度から次期計画を開始するところである。
しかし、総務市民局において策定中の「北九州市地域コミュニティビジョン」（令和７年度

末に報告書とりまとめ予定）で定める将来像も踏まえ、共助の仕組みについて議論するため、
現行計画の計画期間を1年延長し、次期計画は9年度からとする。

【地域コミュニティビジョン】
目指す地域コミュニティの将来像やその実現に向けた方向性等を含めた「骨太の方針」。
ビジョンは、(1)望ましい未来像を描き、そこから逆算して課題を解決する、(2) 3つの視点
（「必要に応じて現状から変化していく」、「関係者の垣根を越えて接続・連携・協働」、「自ら
良くなっていくような好循環を生む仕組み」）を大事にする、(3)市民性・気質を踏まえた議論
を進めていくことをポイントとして具体化することとしている。



厚労省「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」

「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」

「地域共生社会のあり方検討会議」の検討状況

市・新ビジョン 基本構想 第4章「安らぐまち」の実現＝誰もがつながるアットホームなまち

（略）多様性を認め合いながら、地域のつながりを感じることができる「暮らしの安心」（後略）

２ 暮らしの「安心」を支える

（１）多様性を認め合う文化のまちづくり

（２）誰もが安心して暮らせる環境づくり

（４）地域におけるコミュニティ活動などの活性化

（５）生涯現役に向けた活動などの活性化

北九州市しあわせ長寿プラン（R6～８）

ビジョン：高齢者が健康で生涯現役を目指し、自分らしく安心して、人生１００年時代を幸福に

暮らすことができるまち

北九州市障害者支援計画（R6～１１）

基本理念：障害の有無にかかわらず、すべての市民が、互いの人格や個性を尊重し合いながら、

安心していきいきと暮らすことができる共生のまちづくり

北九州市子どもプラン（R7～１１）

基本理念 「こどもまんなかｃｉｔｙ」の実現 5

次期計画策定に勘案すべき方針・考え方



１ 地域における高齢者、障害者、児童その他の福祉共通の取組み

地域づくりの圏域、地域拠点の整備、官民協働の促進、制度の狭間の課題対応等

２ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進

相談支援体制の整備、適切なサービス利用の仕組み、権利擁護

３ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達

多様なサービスの振興・参入促進、地域貢献

４ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進

ボランティア・ＮＰＯ等の支援、地域福祉活動への住民参加促進、人材の養成

５ 地域生活課題の解決に向けた包括的支援体制の整備

住民主体の地域課題解決の環境整備、地域での相談体制、多機関協働の相談体制 6

次期計画に記載する内容（法定）

１ 策定懇話会

地域団体、NPO・ボランティア団体、企業、有識者等で構成

２ 総務市民局との協議

地域コミュニティビジョンと方向性を一にし、整合を図る。

３ 北九州市社会福祉協議会との協議

地域福祉活動計画と方向性を一にし、整合を図る。

次期計画の策定体制



「包括的支援体制の整備」の位置付け

地域共生社会の

実現

地域福祉の

推進

包括的な

支援体制の整備

社会福祉法４条１項
主体＝地域住民

法４条２項
主体＝地域住民、

福祉事業者、
福祉活動者

法１０６条の３第１項
主体＝市町村

包括的支援体制の整備
・ 住民主体の地域課題解決の環境整備
・ 地域での相談体制
・ 多機関協働の相談体制 7


